
 

 

小規模宅地等の特例制度について、設例などを用いて特例選択の有利・不利などの検証をしてきました。今回が最終回

で「特例対象宅地等を相続した者全員の同意 その2」についての解説です。 

 国税庁資産課税課による「資産課税課情報第9号：令和３年４月１日」による「小規模宅地等についての相続税の課税

価格の計算の特例に係る 相続税の申告書の記載例等」（事例8）では、特例対象宅地等を取得した者全員の選択同意につ

いて、選択同意の対象者は、その相続において、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者全員の選択同意では

なく、特例対象宅地等を相続した者全員の選択同意であることが分かります。 

 

（事例8）被相続人等の居住用宅地等を共有で取得し、その１人に小規模宅地等の特例の適用がある場合 

被相続人甲は、自己の所有する土地（300 ㎡）の上に建物１棟を所有し、甲とその配偶者乙の居住の用に供していた。

乙は、建物の全部と土地の共有持分２分の１を相続により取得し、申告期限までその建物を居住の用に供している。 

また、被相続人と生計を別にする子丙は、土地の共有持分２分の１を相続により取得したが、丙は自己が所有する建物

に居住している。 

乙が取得した部分について特定居住用宅地等として（特定居住用宅地等の要件は満たしている。）小規模宅地等の特例を

選択して申告をするが、相続税の申告書第11・11の２表の付表１（小規模宅地等についての課税価格の計算明細書（別

表１））の記載はどのようにすればよいか。 

 

 
 丙は被相続人甲とは生計別で自己所有の建物に居住していることから、当該宅地等について小規模宅地等の特例の適用

を受けることはできません。 

 しかし、丙が相続した宅地は、乙の特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができることから、

選択同意が必要となるのは、乙及び丙の両者となります。                    （文責：山本和義）                            
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